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令和 8 年 3 月 23 日 
東京地方裁判所令和 7 年（フ）第 1900 号事件 

破産者 株式会社環境経営総合研究所 
破産管財人 岩崎 晃  

 

破産法 157 条による報告書 
 
第１ 前回集会（令和 8 年 1 月 19 日）以降の管財業務について 

１ 破産者 Eco Bio Plastics Korea Co.,Ltd.破産管財人への債権の処理 
前回報告のとおり、当職は、韓国法人 Eco Bio Plastics Korea Co., 

Ltd.（以下「EBPK」という。）に対して、1,118,238,432 ウォンの確定

した破産債権を有しているところ、EBPK 破産管財人の報告によれば、

当方に対する破産債権の届出が認められなければ、破産債権に対する配

当はなく、異時廃止となる見込みであるとされていた。 
これに対し、当職は、EBPK 破産管財人からなされていた

987,401,258 円（9,775,272,457 ウォン）の普通破産債権の届出にたい

して、令和 8 年 1 月 19 日に開催された債権調査期日において、全額を

認めない旨の認否を行い、その後、１か月の不変期間内に EBPK 破産管

財人から当職に対する査定申立がなかった。 
以上の次第であるから、当職が、EBPK 破産管財人に対して有する破

産債権に対する配当の見込みはないので、御庁許可に基づき、破産債権

届出の取下げを行った。 
２ 破産者松下敬通破産管財人に対する破産債権の処理 

当職の破産者松下敬通破産管財人に対する破産債権については、令和

8 年 1 月 19 日に開催された破産債権調査期日及び同年 3 月 16 日から

17 日にかけて行われた破産債権特別調査期間により、合計

9,656,563,785 円の破産債権が認められて確定している。今後、同年 4
月中旬以降に行われる配当手続により、配当金を受領することになる。 

なお、破産者松下敬通の破産財団は、本日現在、12,148,125 円存在

する旨報告されており、これに対する配当に含めるべき破産債権の総額

は 22,523,898,273 円と報告されている。 
３ 中越エコプロダクツ株式会社株式及び債権の処理 

前回集会における報告のとおり、中越パルプ工業株式会社から、当職

宛てに、中越エコプロダクツ（以下、「中越エコプロダクツ」株式及び

破産会社が中越エコプロダクツに対して有する債権の譲受けの申し入れ

があり、交渉を行った結果、当職が中越エコプロダクツに対して有する

求償金債権 16,836,993 円と中越エコプロダクツが届け出ていた売掛金

等債権合計 9,748,860 円とを対当額にて相殺した上で、当該残債権を

49,998 円にて、中越エコプロダクツ株式を 1 円にて、合計 49,999 円に

て売却すべく、御庁許可を取得し、代金決済を終えた。 
４ 賃借している千葉工場 R&D 研修センターの賃貸借契約の処理 

R＆D 研修センターについては、黒田精工株式会社から賃借し、株式

会社地域エネルギー開発に転貸していたが、令和 8 年 1 月末日までに当

方から黒田精工株式会社に対する明渡しは完了し、敷金の精算等に関す



る合資書への調印手続も完了した。なお、同合意書に基づく精算金及び

地域エネルギー開発からの転借料の支払いは令和 8 年 3 月 13 日付で入

金済みである。 
５ 更正決定後の地方税還付金の回収 

前回集会時点で一部が未了となっていた地方税還付金については、現

時点までに全額回収を終え、反対債権として存在していた未払公租公課

についても全額弁済を終えた。 

 
第２ 破産手続開始決定時の財産状況及び開始決定後の収支 

１ 財産の状況 
破産者の財産の状況は、別紙１「財産目録」記載のとおりであり、資

産の合計額 574,664,079 円については、前回集会以降、変更なく、負債

については、債権調査期日後、債権確定手続がなされなかったため、普

通破産債権額は、28,543,571,176 円にて確定した。 
２ 収支の状況 

破産会社の破産手続開始決定後、令和 8 年 3 月 13 日までの収支の状

況は、別紙 3「収支計算書」記載のとおりであり、収入合計額は、

1,449,808,608 円、支出合計額は 602,392,762 円で、差引 847,415,846
円を破産管財人管理口座において保管している。 

なお、同月 19 日、２項記載の破産者松下敬通破産管財人から配当金

3,887,700 円を受領したため、現時点の破産管財人口座における保管金

は、851,303,546 円となっている。 
第３ 第百七十七条第一項の規定による保全処分又は第百七十八条第一項に

規定する役員責任査定決定を必要とする事情の有無 
なし。 

第４ 今後遂行すべき管財業務 
１ 換価完了後の確定申告 
２ 最後配当 

第５ 添付資料 
１ 財産目録 
２ 破産貸借対照表 
３ 収支計算書 

以上 

債権者名 更正決定額
還付加算金等含む

茨城県土浦市 2,488,600
北海道札幌道税事務所 7,338,800
渋谷都税事務所 13,061,400
千葉県旭市長 6,688,000
茨城県土浦県税事務所 12,206,000
札幌市中央市税事務所 1,428,200
千葉県旭県税事務所 33,848,300

77,059,300
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